
四日市市立笹川中学校部活動指導方針 

                              

１ 部活動に関する基本的な考え方 

 

（１）部活動の意義 

心身ともに大きく成長する中学生期において、興味・関心のあるスポーツや文化的活動で、仲

間とともに一つの目標に向かって取り組むことのできる部活動は、非常に教育的効果の高い活動

である。大会やコンクール等に向けて努力することは、困難に打ち勝とうとする強い精神力を養

ったり、心・技・体を向上させたりするなど、部活動が担う役割は大きいものである。 

また、異学年が目指す目標を一つにして集団を形成し取り組む部活動は、仲間づくりの視点か

らも効果的であり、コミュニケーション力の育成にも大きな役割を果たすといえる。 

このように、部活動の果たす役割は大きく、中学校における学校教育活動に欠かすことのでき

ないものとなっている。 

 

（２）部活動の位置づけ 

中学校の部活動は、中学校学習指導要領において、以下のように位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学校学習指導要領（平成２９年３月公示）【抜粋】 

第１章 総則  第５ 学校運営上の留意事項  

１ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等 

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとす

る。特に，生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動については，スポーツ

や文化，科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等，学校教育が

目指す資質・能力の育成に資するものであり，学校教育の一環として，教育課程との

関連が図られるよう留意すること。その際，学校や地域の実態に応じ，地域の人々の

協力，社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を

行い，持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 

第２章 各教科 第７節 保健体育 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする 

  ⑹第１章総則の第１の２の⑶に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨を

生かし、特別活動、運動部の活動などとの関連を図り、日常生活における体育・健康

に関する活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意すること。 

部活動は教育課程外の活動ではあるものの、その教育的効果から、教育課程との

関連を図り取り組むことが求められている。 



（３）学校教育目標  

・【笹川中学校学校づくりビジョン】より 

自立と共生 『豊かな心を持ち、主体的にたくましく生きていく人間を育てる。』 

    自立 「心豊かに、たくましく、意欲的に生活しようとする生徒」 

    共生 「互いに認め合い、支えあい、向上しようとする生徒」 

（４）部活動目標・活動方針  

・基本的な生活習慣の確立を促す。 

・意欲や向上心を持って活動に参加させ、目標に向かって努力する姿勢を育てる。 

・自分の得意なことを見つけ、仲間との関わりの中で自己を生かす能力を養う。 

 ２ 具体的な指導 

 

（１）部活動計画の作成 

顧問は、部活動の年間活動計画及び月間活動計画を作成し、生徒や保護者に提示する。 

① 年間活動計画の作成 

・ 年間を見通してどの時期にどのような活動を行うかを明確にし、校長に提出して承認を

受けるとともに、生徒・保護者に提示する。校長への提出し、生徒・保護者への提示は４

月中に行う。 

・ 参加する大会やコンクール等は、教育的意義や生徒及び部活動顧問の負担の観点から、

年間を通して精査し、参加することが望ましい。 

  ② 月間活動計画の作成 

・ 年度当初に提示した年間活動計画をもとに月間活動計画を作成し、校長に提出して承認を

受け、生徒・保護者に提示する。校長への提出及び生徒・保護者への提示は前月中に行う。 

 

（２）休養日・活動時間の設定 

休養日及び活動時間については、生徒及び教員の健康面を考慮し、以下の通りとし、各校にお

いて確実に実施するものとする。 

 

【休養日】１週間のうち、少なくとも２日を休養日とする。うち、１日は土日に設定をする。 

 

① 平日の休養日について 

 

・平日に設ける休養日については、学校で定めた部活動停止日（職員会議、校内研修会等）

と兼ねることができる。ただし、定期テスト前の部活動停止期間のまとめ取りによる設

定は認めない。（確実に週２日間の休養を取らせる） 

・平日の休養日は学校単位で決定することが望ましいが、活動場所の関係から、部活動単

位で決定することも可とする。 

・休養日は計画的に設定するが、屋外で活動する部活動が雨天のため、急きょその日を休

養日に変更することはやむを得ないものとする。 

 



 

② 土日の休養日について 

・大会やコンクール等の前週の土日の活動については、生徒及び教員の健康面を十分配慮

した上で、実施することを可とする。ただし、校長の承認を得るとともに、大会やコン

クール等終了後に代替休養日を設けること。 

・３日以上の休日が連続する場合は、２日に対して１日の休養日を設定すること。 

③ 長期休業中の休養日について   

・１週間のうち、２日を休養日とする。 

 

【活動時間】 

 

  ① 平日の活動時間について 

・放課後の練習は、２時間以内とする。やむを得ず活動時間が２時間を超える場合は、校

長の承認を得ること。ただし、実施においては、生徒及び教員の健康面を十分配慮する

こと。 

・朝練習を実施する場合は、説明会や文書等において、その意義や効果等を保護者に説明

し、十分な理解を得ること。 

・平日の朝練は７：３０～８：１０までとする。（但し、生徒にとって負担とならないよ

う、回数等配慮する） 

・登校できるのは７：２０以降とし、部屋等の鍵は顧問から生徒に手渡しする。 

② 週休日及び休日（長期休業期間を含む） 

・原則、３時間以内とする。 

・活動内容（大会・練習試合・コンクールへの参加など）により、活動時間が４時間を超

える場合は、平日放課後と同様の対応とする。 

 

 【部活動終了時間・完全下校時間】 

 

 

＊部活動の計画（月予定）は部活動のファイルに毎月２５日までに提出することとする。 

 年間計画は４月の段階で部活動ファイルに入れる。 



 

（３）事故防止と安全管理 

   ① 適切な休憩時間の設定 

オーバーワークにならないよう、適宜休憩時間を確保するなどし、生徒の健康面に配慮

した活動の計画的な実施に努めること。少なくとも１時間に１回以上の休憩時間を設ける

ことが望ましい。 

   ② 活動スペースの確保 

活動中の事故未然防止に向け、活動スペースを十分確保し、危険な行動をとることがな

いよう、指導を徹底すること。 

   ③ 施設・用具等の点検 

活動場所や施設、用具等の安全点検を毎月１回実施すること。使用頻度の高い施設や用

具については、毎月複数回点検を実施することが望ましい。 

   ④ 事故発生の場合 

万が一事故が発生した場合は、救急車を要請するなど、生徒の人命を最優先した対応を

取ること。 

 

（４）保護者・地域との連携 

   ① 部活動の方針や活動日程などを年度当初に丁寧に説明し、理解を得ること。 

   ② 学校ホームページや部活動便り等を有効活用し、部活動の様子を定期的に保護者に発信し、

理解を得る工夫をすること。 

   ③ 部活動を運営する上で、経費の必要性が生じた場合は、事前に保護者に文書等を配付する

などして理解を得ること。 

   ④ 対外的な活動（練習試合、大会、コンクール等）については、保護者への応援依頼を積極

的に行うこと。 

   ⑤ 活動中に生徒に問題が発生した場合、家庭訪問等により丁寧に説明をすること。 

   ⑥ 活動中の怪我については、軽いと考えられる怪我でも、家庭訪問等により丁寧に説明をす

ること。 

   ⑦ 部活動を持続可能なものとするため、学校や地域の実態に応じて各種団体と連携を図り、

部活動に取り組むことが望ましい。また、地域との連携を図った部活動の実施について、保

護者に理解と協力を促すよう努めること。 

 

（５）合同チームの取り組み 

   ① 自校だけでチームとして、対外試合等に参加できない場合は、他校と合同チームを組み、

活動することができる。ただし、その場合は、校長の承認を得ること。 

   ② 他校と合同チームを組む場合は、日常における活動日及び活動場所を顧問間で調整し、決

定については校長の承認を得ること。 

   ③ 他校と合同チームを組む場合は、部員や保護者の思いを必ず掌握し、理解を得るよう努め

ること。 



   ④ 合同チームを組む場合は、大会やコンクール等への出場について、その可否を事前に主催

者に確認すること。 

   ⑤ 合同チームが自校を離れて活動を行う場合、移動中の事故等に十分注意すること。万が一

事故があった場合は、保護者への連絡や救急車の要請など、適切な対応を取ること。 

 

３ その他の留意事項 

テスト期間中 

     ①中間テスト・・・・・テスト５日前の日からテスト終了まで活動停止。 

     ②期末テスト・・・・・テスト発表の日からテスト終了まで活動停止。 

     ③実力テスト・・・・・生徒の家庭学習および健康に配慮したうえで活動できる。 

     ＊①②は活動停止開始日の放課後練習から停止となる。 

活動場所について 

（１）原則として、普通教室、特別教室、体育館、武道場、グランド、テニスコート等校内の施設を

利用し、顧問の指導のもとに生徒が自主的に活動する。 

※顧問全員で指導にあたる。やむを得ない場合は、必ず１人以上顧問がその場にいるようにする。 

 

（２）学校周辺道路等で活動する場合は、必ず顧問の指導の下、交通安全などには十分留意する。（ラ

ンニング中や移動の際，並走しないこと） 

（３）雨天時に屋外施設利用運動部が校舎内等で活動する場合は、必ず顧問の指導の下、安全に十分

留意する。 

（４）オープンスペースを使用する場合は、必ず体育館シューズを履いて行う。ボールやラケットな

どの道具を使用しての活動はできない。 

活動のきまりについて 

（１）校内での活動 

       ①服装・・・ 制服、学校指定の体操服、各部で統一された練習着、ユニホームとする。甚だ

しく華美なものは望ましくない。 

       ②更衣・・・ 部室・教室・日常の活動場所等でおこなう。 

       ③荷物・・・ 各自で管理できるように、部室または日常の活動場所付近にまとめておくこと。

教室や昇降口には置かない。 

       ④靴 ・・・ 屋内の運動部は、体育館シューズまたは各部指定の運動靴、屋外の運動部は、

各部指定の運動靴を使用する。日常の保管は、部室または指定された場所に置

くか、持ち帰ること。昇降口の下駄箱に置くことはできない。 

       ⑤職員室勝手口の使用について 

職員室勝手口からの生徒の出入りは禁止する。職員室への出入りは廊下側からすること。 

（２）校外での活動 

        ①出来る限り公共交通機関を利用すること。 

        ②自転車を使用する場合は、ヘルメットを着用すること。ヘルメットは学校所管の物を借り

てもよい。 

        ③休日とはいえ、部活動は学校教育の一環である。買い食い等は禁止する。 



 

設置部活動 

・体育系部活１１、文化系部活５ 計１６の部を置く。 

  【体育系部活】軟式野球 バスケットボール（男女）卓球（男女）サッカー バレーボール 

         硬式テニス（男女）ハンドボール（男女） 

  【文化系部活】美術 パソコン 合唱 家庭 基礎 

設置基準 

・設置及び募集する部活動については、前年度 1学期内の職員会議において、検討・決定する。 

 

（３）入部と退部および転部 

・原則、全員いずれかの部活動に所属する。基本的に３年間その部で活動することが望ましい。入

部希望者は、保護者の承認の下に入部届を提出し、顧問の了解を得る。年度途中で退部、転部す

るときには、担任と顧問に必要な手続きをとる。 

 ＜加入免除について＞ 

＊社会体育の活動を優先し、加入免除を希望する者は、「部活動加入免除申請書」を提出する。 

   

 

（４）顧問 

・原則全教員がいずれかの顧問を担当する。 

・外部指導者については、該当部活動顧問は、学校長の許可のもとで、職員会議に提案して承認を

得るものとする。 

・大会の引率については、全教職員で協力して対応する。 

 

 


